「札幌市障がい者等災害対策用品購入費助成事業」について【事業者（販売店）の皆さまへ】

令和６年４月　　
札幌市保健福祉局障がい福祉課　　

１　「札幌市障がい者災害対策用品購入費助成事業」について
札幌市障がい者災害対策用品購入費助成事業（以下「本事業」といいます。）は、在宅で人工呼吸器や酸素濃縮器などの電気式の医療機器を使用する呼吸器機能障がいのある方や難病患者の方など（以下「障がいのある方」といいます。）に対し、非常用電源装置等（以下「用品」といいます。）の購入に係る費用を助成する札幌市独自の事業で、令和元年10月から申請の受付を開始します。

２　「代理受領」とは
「代理受領」とは、障がいのある方やその家族の負担の軽減を図るため、障がいのある方等に代わって、事業者（販売店）が助成金の請求及び受領を行う制度です。本制度を利用して、障がいのある方等に代わり、助成金の請求及び受領を行うことができる事業者（販売店）は、札幌市が登録を行っている者に限られます。
したがって、本制度の利用に際しては、あらかじめ「札幌市障がい者等災害対策用品購入費助成事業の代理受領に係る事業者の登録等に関する要領」 (以下「要領」という。) に基づく申請を行い、事業者（販売店）の登録を受ける必要があります。
※　登録の申請に必要な書類は札幌市公式ホームページからもダウンロードできます。

３　購入費助成の対象となる用品
助成の対象となる用品の種目、性能の要件及び助成基準額については、次の表のとおりです。
	用品の種目
※以下の３種目のうち、
１つについて助成
	性能要件
	基準額

	正弦波インバーター
発電機
	障がい者等又は介助者が容易に使用可能な、ガソリン又はガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機で、定格出力が850VA以上のもの
	120,000円

	ポータブル電源
（蓄電池）
	障がい者等又は介助者が容易に使用及び運搬可能な、蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で、定格出力が300W以上のもの
	93,500円

	DC/ACインバーター
（カーインバーター）
	障がい者等又は介助者が容易に使用可能な、自動車用バッテリー等の直流電源（DC）を正弦波交流電源（AC）に変換する装置で、定格出力が300W以上のもの
	30,000円


　　＜注意事項＞
○　擬似正弦波（矩形波、補正正弦波）の製品は助成の対象外となります。
○　特に、海外製の製品の場合には、次のことを確認してください。
・　日本語の取扱説明書が添付されていること
・　電気用品安全法の適合検査に適合した（ＰＳＥマークが付いている）製品であること
○　用品の維持に要する経費（ガソリン、カセットガスボンベやエンジンオイル等の購入費などを含む点検・整備費などの費用）については、助成の対象外となります。

４　購入費助成の流れ
　　[image: ]

(1) 購入する用品の選定
事業者（販売店）は、「２　購入費助成の対象となる用品」の性能要件を満たす用品であることを確認し、障がいのある方（及びその家族、介助者）が安全に使用可能なよう、使用方法や使用する際の注意点等のアドバイスを十分行うようお願いします。

(2) 見積書の作成
事業者（販売店）は、障がいのある方が購入を希望する用品の見積書（札幌市障がい者等災害対策用品購入費助成事業実施要綱の様式２）を作成してください。
見積書のほか、カタログ・チラシの写（コピー）等、製品の概要がわかる資料を添付してください。
また、宛名は助成の対象となる「障がいのある方」宛てとし、その方の氏名を記入してください。
【参考】札幌市からの助成基準額は、「２　購入費助成の対象となる用品」の基準額の欄と、実際の販売価格（税込）を比較し、低い方の額が適用されます。また、障がいのある方本人又は障がいのある方が属する住民基本台帳上の同一世帯員の所得に応じて、自己負担額（０又は１割）が発生します。
なお、購入に要する費用と助成基準額の差額は、全額、障がいのある方の自己負担となります。
例１：市民税課税世帯で、税込138,000円（基準額超）の発電機を購入した場合の助成額と自己負担
　　　　「販売価格138,000円」－「札幌市助成額108,000円」＝「自己負担額30,000円」
例２：市民税課税世帯で、税込108,000円（基準額以下）の発電機を購入した場合の助成額と自己負担
　　　　「販売価格108,000円」－「札幌市助成額97,200円」＝「自己負担額10,800円」
　　　例３：市民税非課税世帯で、税込138,000円（基準額超）の発電機を購入した場合の助成額と自己負担
　　　　　　「販売価格138,000円」－「札幌市助成額120,000円」＝「自己負担額18,000円」
　　　例４：市民税非課税世帯で、税込108,000円（基準額以下）の発電機を購入した場合の助成額と自己負担
「販売価格108,000円」－「札幌市助成額108,000円」＝「自己負担額0円」
(3) 助成金の申請（区役所に申請）
障がいのある方が、用品を購入する前に見積書等を持参して区役所保健福祉課で申請します。
　　　注）市の助成決定前に購入した用品については、助成の対象となりません。
(4) 審査・助成の決定
助成の決定は、保健福祉局障がい福祉課で行います。決定となった場合は障がいのある方に通知文、助成券、委任状及び請求書を送付します。また、見積を行った事業者（販売店）にも、通知文及び助成券の写しを送付いたします。なお、助成の要件に該当しない場合には却下決定通知書を送付いたします。
(5) 用品の購入（納入）
　　①　代理受領の場合
障がいのある方が助成金の請求及び受領を事業者（販売店）に委任する場合は、助成券、委任状及び自己負担額（助成券に記載）を事業者（販売店）が受取っていただき、引換えに用品を納入してください。
　　②　障がいのある方が、助成金の請求及び受領を事業者（販売店）に委任しない場合
障がいのある方が請求及び受領を事業者（販売店）に委任しない場合は、障がいのある方が後日区役所で公費負担分を請求することになりますので、助成券に納入年月日及び代表者名・代表者印を押印して障がいのある方にお返しください。
この場合、障がいのある方から見積書に記載した実際の販売価格（税込）の全額の支払いを受けて用品を納入し、障がいのある方に領収書を発行して終了です。
　＜以下、代理受領の場合の手続き＞
(6) 助成金の請求
助成券、委任状を添付して請求書を作成していただき、下記まで送付してください。なお、請求書様式は札幌市公式ホームページからもダウンロードできます。
(7) 助成金の支払い
保健福祉局障がい福祉課で内容を確認し、不備がない場合は、請求書を受取ってから30日以内に、請求書記載の口座に公費負担額をお支払いいたします。


	お問い合わせ先
　札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課在宅福祉係
　〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目（市役所本庁舎3階南側）
　電話011-211-2936　FAX011-218-5181
　市役所「障がい福祉」ホームページ https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/shogaifukushi/index.html
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